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ペ テ ル ブ ル グ所 蔵

ウ イ グ ル文 書SI4bKL71の 一・解 釈

人身売買お よび銀借用 にかかわる文書

梅 村 坦

は じめに

従来,体 系的に公開されてこなかったロシア科学アカデミー東洋学研究所サ

ンク トペテルブルグ支部(以 下SPFと 略称)に 蔵 されている中央アジア出土の

文書群について,(財)東 洋文庫は1996年 以来,そ の調査とマイクロフィルム
くロ

による保存 と公開の作業をすすめてきた.

筆者はその作業のうち,ウ イグル文字写本について庄垣内正弘氏 とともに公

開のための仮目録 を作成する仕事にかかわってきた.こ の仮 目録は東洋文庫に
く　ラ

備え付けられ公開された.東 洋文庫 とSPFの あいだに結ばれた契約にもとつい

て,利 用者は東洋文庫所蔵のマイクロフィルム3繭 までなら,と くにSPFか ら

の利用 ・発表許可を必要としなくなった.た だ し,SPFの 研究者 との連絡など

が重要であることには変わりないと筆者は考えている.

本稿で紹介 ・検討するウイグル文書1件 も,も ちろん仮目録に登録されてい
くヨ　

るものであるが,調 査の段階で利用を許 されたもののひとつであり,念 のため

機関の正式の許可を申請し,ま た トゥグーシェヴァ女史の快い了解を得られた

ことに感謝したい.掲 載のファクシミリのうち,表 面はマイクロフィルム将来

(1)佐 藤2002,p.085.

(2)「 仮 目録」

(3)筆 者の調査は1996年4月 上旬のものであるが,マ イクロフィルム撮影準備のため

にウイグル文字写本の全体像を掌握することが最優先課題であった.そ のため,た ま

たま眼についた本文書についても,現 件につ き充分な検討を加える時間はなかった.

その限界の もとでの情報であることをお断りしておきたい.

(203)



以前に入手できたもの,裏 面はフィルムを利用できたものである.

本稿の目的とするところは,ウ イグル文契約文書研究という面からは,売 買

文書及び貸借文書に関係をもつ文書を1件 増加させ ること,そ してこの文書か

らうかがえる中世 ウイグル社会生活の一断面について触れる,と いうささやか

なものである.

1.文 書Sl4bKr.71の 状態

紙:漉 縞はぽとんどみえない.中 上質の中厚程度.黄 褐色.

寸法:文 書縦書 きとして,縦26cm,横28cm.

保存:状 態は良好であるが,貼 り付けてある透明紙が古びて鐡になって

いるため,裏 面(漢 文面)の 文字はやや見にくい,と 記憶する.

2.裏 面な どか ら窺われる特徴

SPFで ウイグル文書として保管されている状況から,漢 文面を裏面としたが,

写本の由来を考えるならばこの面が本来は表面である.そ れは「□□□□経巻第

十」の漢文奥書であ り,最 終行に「龍朔二年九月上旬篤詑」とある.唐 の高昌統

治時代,662年 のものである.交 河縣,麹 明倫などの固有名詞がみえることか

ら,本 写本は トゥルファン盆地出土 と考えてよいだろう.漢 文面については,

固有名詞をふ くめてすでに荒川正晴 「ヤールポ ト古墓群新出の墓表 ・墓誌 をめ

ぐって)『 シル クロー ド学研 究』10,2000年3月 のpp.165-166に,『 妙法蓮華経』

としてすでに紹介 されていることを吉田豊氏から教示をえた.

この部分がなんらかの理由によって切 り離され,ウ イグル人が利用するに

至ったものであろう.ウ イグル文面には時代を特定する語彙や指標などは見出

せない.た だ一画ずつが明瞭な草書体であることは確かであ り,t!d,slzの 混用
くぐ 　

があるが,そ れらも時代の決定に直接資するものではない.最 初に本文の読解

を提示する.

(4)森 安1994,p.68;沖1996,pp.39-42.
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3.ウ イ グ ル 文 字 面 の 転 写 と 翻 訳

3-1.転 写

(recto)[PlateIII]

1.bars算'laltfnこaybi蓉yangi'qamangaqa6a-m-qayung(1)aq-1iq

2・kUm逓 忌krgakbolupdanguta-r症'(pusar)du-qabiryas(二uqbi蓉

3.s籔rkOmn忌saσ 實kiz6ngdUnkimqayuki蓉i-1ar6am6arim

4.qflmaz-un

5.muntatangudaba≦bitigig⇔ila亘ntipφtimardibolmadf

6.barsyilal鉦nこayt6rtyangiqamangatanguda一 蓉ali

7.一kaaslγk髄mU蓉krgakbolup(bur)ln6qay-a-tanこotuz

8.s宜rk髄m翻 血mqaこaytutsar㎜aysayuaslγ1

9.bil掘k6曲 廿㎜b辻ginδayoqb飢bols訂 ㎜ap㎜ … ・uq

10.k6nibh・ §廿ntanuqkadtongatanuqasanatanuく 【t註s逓⊆

ll.bu伽 γabizikagO-nUngol㎜t飢 一tuayf直pbitigqfl宜m

12.bunagOtagyoγunq田yuqs諭pusardu-t飢ay・aysi皿 ㎜

13.bufduqnom

l4.㎜tsombgbidgこibidy直 戯gintim舳bidg乙i-1翫k6面p

(verso)[PlateIV]

1.㎜ 靹q-IUYinこga㌫ti

3-2.翻 訳

(recto)

1.虎 歳 第6月 初(旬)5日 に,私 にカチ ャムに通貨 用の

2.銀 が必要 とな って,ダ ングタを(プ サル)ド ゥに,1錠5

3.両 の 銀で彼 は売 った.妻(キ ズ?)(は?)今 後 いかな る人た ちも争議 を

4.起 こ して はな らない.

5,こ れ よりタング ダの原証文を作 ろうと私が言 っていたのは無 となった.
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6.虎 歳 第6月 初(旬)4日 に,私 にタングダ=シ ェリ

7.に 利 息銀が必要 とな り,(ブ リ)ン チ=カ ヤ より23

8.両 の 銀 を借 り受けた.何 ヶ月借用 してい よう とも,月 ご との利 息

9.と 共 に私 は正 しく返済す る.返 済す る前 に私が逃亡 したな らば,私 の

祖 父 ・… ウクが

10.正 し く返済せ よ.立 会人ケ ド=ト ンガ,立 会人アサナ,立 会人テシク.

11.こ の タム ガ印 は我 ら二人の ものであ る.私 タズ=ト ゥが 口述 させ て証

文 を作 った.

12.こ の,ど れほ ど重 く残 って しまった汝,プ サル ドゥ=タ ズ よ.あ あ汝 を

我.

13.こ の 尊 き経典.

14.私 ツ ォムベ グ写経生が最後 まで書 き終 わった ところである.写 経生た

ちが見 て

(verSO)

1,私 テ ィユ クル グが点検 した もの.

4.注 釈

第1行:yunglaq一 駒 第1の1の フックは書 き忘れ られてい る.

第2行:dangutaは5,6行 で はtangudaと 書 かれてい るもの と判断す る.

この ことは第6節 で述べ る.

第2行:(pusar)duと,第12行 のpusardu-tazと に ついて も第6節 で触れ る.

第3行:sa⑩ は,最 後の 一mが 脱 落 した ものか,あ るいは書 き手の意思が

入 った ものか,第6節 で触 れ る.

第3行:kiz6ngdunのkizはk箇 「妻」か,ま たは人名 キズであ ろうか.以

下の文章 を含 めて多少 混乱 してい ると思われるが,「 いかなる人た

ち」の 中に妻 また はキズ も入 る とい うこ とか と思 う.

第4行:ごamは 写真 では 一imの よ うに も見 える.
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第7行:龍yUzo皿 と読む可能性 も一時は考えたが,森 安孝夫氏の指摘によ

り驚otuzと 確定する.こ のほか編集段階でいくつか指摘を頂いた

氏に感謝 したい.

5.文 書 の構成 と内容

全14行+裏1行 の文章 を内容か らみると,12行 目までと13行 目以下 との

二つの部分に分けられる.そ して12行 目までの部分は2種 類(1～4行/6～

ll行)の 内容に分かれ,そ の両者をむすびつける役割を果たしているのが第5

行 目で,し めくくっているのが第12行 目であると考えられる.一 方,筆 跡をみ

ると,1～4行 と5～12行 は筆跡は同じかもしれないが,両 者では筆の運びの

勢いや文字の大 きさがわずかなが ら異なっているように見える.13行 目は別

筆.さ らに14行 目およびその連続と読める裏面のウイグル文はそれまでのどれ

とも別筆と見 られ,1～12行 の内容といかなる関連があるのか,俄 かには判断

できない.お そらく別の写経にかかわると思われるので,13行 目以下は本稿の

考察対象から省 く.

以下に,文 字通 りの内容を確認していく.

5-1.第1～ 第4行 の内容[A]

この[A]部 分では,カ チャムがダングタを(プサル)ド ゥに銀1錠5両 で売 っ

たことが示される.結 論を先にいえば,内 容はあきらかに人身売買であるが,

人身売買契約文書の現物ではない.

いままで知られている人身売買契約文書11点 は,周 知のようにほぼ一定の書
くの

式にもとついて書かれている,護 雅夫 ・山田信夫両氏のまとめを参考にして再

編すると次のような書式項目になる.

(5)11点 とは 『集 成 」Sa19～Sa29で あ る(以 下 本 稿 で は 『集 成 』収 載 の もの に つ い て は

その 番 号 を用 い る).森 安1994は そ れ らへ の補 足 解 説 を含 む.売 買 文 書 の書 式 に つ い

て は,護1961b,c;山 田1963で ほ ぼ 解 明 さ れ た.こ の ほ か,山 田1972で はSa21～

29が 研 究 さ れ,ZiemeI977で はSa19,20が と りあ げ られ た.
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(a)売 買 の年月 日,(b)売 主,(c)売 買 の事由,(d)売 買対 象人物 と買主,(e)代

価,(f)代 価 の授受,(g)買 主 の権利,(h)売 買 担保文 言,(i)立 会 人の記 名,売

主の記名 ・花押 や印章,書 写 人,立 会 人の花押 や印章,

これに したが って,典 型的な一例であるSa21(TIID373=U5240=USp.61)

く　　

の翻訳を 『集成』より引用 してみる.

(a)鶏 年 第4月 初(旬 の)8日 に.

(b)私 に(即 ち)リ ヴ=タ イプの息子 である コヴチ丘 に

(c)通 貨 用 の銀 が必要 となって,

(d)プ キ ングとい う名の私の男奴隷 を,キ ングスン尊者へ

(e)47両 の現銀 で,公 正に(且 つ)熟 慮 の上売却 した.

(f)こ の 代価(で ある)47両 の銀 を,本 証文作 成の 日に,私 キ ングス ン尊者

は完全 に勘定 して支払 った.私 コヴチ ュ も完全 に勘[定 して受]領 した.

(g)こ の プキングとい う名の奴隷 に対 し,キ ングスン尊者が権利者 とな

れ.気 に入 れば 自分が保有せ よ.気 に入 らなければ他 人へ 転売せ よ.

(h)私 の(娘)婿 サム シバ も,私 の弟 シシ=・ ・,私 の弟 シシ=ウ ウ(?),

さ らにまた誰 も争議 を起 こ してはな らない.も し,彼 ら(の うちの誰か)

が 争議 を起 こす な らば,こ の奴隷 と … 同等の奴隷2人 を準備 してや

り,買 い戻す こ ととせ よ.

(i)[立 会]人 コタ ン=ト グ リル,立 会人 キズ((麺z)=ト ゥル ミシュ,立 会 人

マ シ=….[こ の]タ ムガ印 は私 コヴチュの ものである.私,百 戸長

のエ セネが(当 事者 たち に)口 述 させて(本 証文 を)書 いた.こ の奴隷(に

ついて)誰 かが争議 を起 こすな ら,私 た ちシル=キ ュデギュ と ・… ベ

デ ィズチ とサ シチ=マ シが共 に関知す る(=責 任 を とる).

鶏 年第4月 初(旬 の)9日 に.

私 コヴチ ュはプキ ング とい う名 の男奴隷 の売価(で ある)47両 の銀 を完

(6)『 集 成 』第2巻,pp.45-46.
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全 に受領 した.立 会人キズ 篇 トゥルミシュ,立 会人 コタン=ト グ リル.こ

のタムガ印は,私 コヴチュの ものである.私 エセネが口述 させて書 いた.

(裏面)プ キ ン[グ とい う名 の]男 奴隷 の原本(ba蓉biUg)で あ る.

このSa21文 書では最後に,売 価の受領の事実を再確認 し,裏 面(と いって

も実際には題名が表に見えるように規則的に小さい短冊形に折 りたたまれてい
くの

たのであろ う)に,証 文 の題名 と して,「 原本bagbitig」(本 稿 では原証文 という)

だ と書 いてある.bagbitigに つ いては後 に触れ る.

さて,書 式完備の この人身売買契約文書 と比較す る と,SI4bKr.71文 書 の1

～4行 目は
,(a)か ら(f)の 売 買の経過だけは明確 である ものの,(f)は 簡 略で あ

り,さ らに(g)買 主 の権利宣言 はな く,ま た(h)売 買 担保文言 も不 備で ある.

証 文形式 と して不可欠の(i)部 分 は,実 際のタムガ印の印影 も含めて,こ こでは

欠 けている.

この ようにみれば,こ の部分 は正 式の契約証文 ではあ りえず,カ チ ャムが ダ

ングタを1錠5両 で プサル ドゥに売 り渡 した経緯 を記 した もの にす ぎないこ と

が容易 にわかる.

しか し,こ の文書 の中に書 かれた人身売買の事実内容 にと くに不 自然 な と

ころはないか ら,実 際 にお こった もの とみな して も誤 らないであ ろう.こ の銀

代価1錠5両 の額 は他例か らみて妥 当な額 である.ラ ドロフの転写のみが頼 り

のSa26(USp,57)は,実 物 ・写真 ともに見つか って いないが,息 子 を60金 で

売った という破格の例である.銀 決済の例,上 掲Sa21の 男 奴隷47両,Sa22(SI

3Kr.34=USp.114)の 女 奴 隷50両 は,本 文書 の1錠5両(55両)に ほぼ匹敵

し,Sa24・EmO1・Mi10の 「奴隷 ピン トゥン」9鋤 錠 とい う価格 は数字 上では

8倍 強 となる.た だ しピ ン トゥン文書 は1280(至 元17)年 と確 定 してお り,そ

の5年 ほ ど前か らインフレが進 み,7年 後 には平価切下 げで銀 に対す る紗の価

(7)山 田1972,pp,201,216.(再 録pp.【279L[294】.)
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くの

値は1/10に 下落 している.し たがってピントゥンの銀による値段もほぼ上例に

近いといえよう.い ずれにして も本例の売却額は他例の範囲内におさまってい

るのである.な お,ピ ントゥンは奴隷とはいえ仏教者として教養 も豊富で,自
　の

ら訴状を認めるほどであった.ダ ングタの価格は,奴 隷 より少 し高 く,特 異な

存在 ともいえるピントゥンのような者にほぼ匹敵するものであったとも考えら

れる.

いずれにせよダングタは奴隷身分のものとして売られたと解釈 してよかろう.

ここでは,こ の部分が契約証文ではないものの,売 買そのものの事実があっ

たことと認識 してお く.

5-2.第6行 ～第11行 の 内 容[B]
ロ の

4行 目までの[A]と 対照的に,こ の[B]部 分は貸借契約文書の書式にのっ

とった,首 尾の一貫 した文章である.い ままで知 られている銀貸借文書(LoO7
ロ リ

～Lo10)の な かか らその典型 をLoO7(TM222 ,D51=U5230=USp.18)に み

て,比 較 してみ よう.下 段 太字が本文書.

(i)貸 借 年 月 日

(ii)借 主 ・条件

(iii)貸 主 ・額

(iv)填 補 利息

鼠歳第4月 初(旬 の)1日 に.

虎歳第6月 初(旬)4日 に.

私に(即ち)ボ ルミシュに利息付 きで銀が必要 とな り,

私にタングダ謹シェリに利息銀が必要となり,

カラ=オ グルより6両 の銀を借 り受けた.

(ブリ)ン チ=カ ヤより23両 の銀を借 り受けた.

何ヶ月借用 していようとも,私 は毎月1銭 半ずつの銀

という利息 と共に,正 しく返済する.

(8)

(9)

(10)

(11)

前 田1947,pp.28-29.(再 録pp.112-114.);cf梅 村1977,p.09.

山 田1968;小 田1992.

護1961a,d,同1967:山 田1965.

『集 成 」第2巻,pp.90-93,
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(v)保 証文言

(vi)立 会 人

(vii)借主 の印

(viii)書 写 人

何ヶ月借用 していようとも,私 は月ごとの利息と共に

正 しく返済する.

返済す る前 に私が逃亡 したならば,私 の妻テユズクが

正しく返済せよ.

返済する前に私が逃亡したならば,私 の祖父 ・…

ウクが正しく返済せよ.

立会人ボルルクチ,立 会人エル=ブ カ.

立会人ケ ド=ト ンガ,立 会人アサナ,立 会人テシク.

[この]タ ムガ印は,私 ボルミシュのものである.

このタムガ印は我ら二人のものである.

私[イ]ギ ナ=ト ゥトゥングが口述させて(本 証文を)

書いた.・

私タズ=ト ゥがロ述させて証文を作った.

双方ほとんどみごとに対応 していることがわかるが,

たいことがある.

3点 ほど検討 しておき

【asiγk髄m龍 と利 息 額 】

(ii>に あ たる部分はLoo8(usp.52)もLoo7と 同様 に「利息付 きで銀が必要

とな り」とあ り,そ れ に対応 して(iv)に は毎月の利息額 を明記 している.(ii)部

分 を単 に「銀 が必要 とな り」とするLoo9(sluig16=usp.47)も(iv)で 利 息額 を

記 しているか ら,LoO7～09は 同 一書式 にもとつ く契約証文 というこ とが で き

る.

と ころが,本 文書SI4bKr.71の(ii)に は 「利 息銀as1YkUm鰭 が必要 とな り」

とある.こ れには二通 りの解 釈が可能であ ろう.

第 一 は,LoO7～09と 同 じ書式で ある とみな して,LoO7・08のasfγ 一qa「利

息付 きで」の接尾辞 一qaの 脱落 とみ る解釈.本 文書 では(iv)に あた る部分 で利
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息額の明記 はない もの の,下 表 の如 く,LoO7・LoO8の 「月ご とにaysayu」 ま

た はLoO9の 「一 ヶ月にay-ta」 と同 じように 「月 ご との利息aysayuasiγ1」 と共

に返済す るとい ってい ることか ら,こ の解釈が もっ とも妥当 な もので あろう.

とはい え,書 いて いない もの を簡単 に付 け加 えるの もはばかれ る.

LoO7 LoO8 LoO9 LolO 4bKr.71

(ii)
利息付 きで銀

asiγ一qakUmU蓉

利 息 付 き で 銀

asfγ一qakUm廿 蓉

銀

kUmU蓉

銀

kUmU§

利 息 銀

asiγkUmU鳶

(iii) 6両 3両 4両 10両 23両

(iv)

月1銭 半

aysayubir翫

yadmbaqir

月1銭

aysayu

birarbaqfr

月1銭

bhlay-ta

birarbaqir

㎜
月 ご と の 利 息

aysayuaslγf

そこで,第 二の可能性として,借 用する銀の目的つまり「利息支払いのための

銀」と解釈できるとすれば,こ れは別の借金における利息支払いのための銀とい

うことになろう.し か し従来の貸借契約文書や貸借にかかわる雑種文書には,

単に「必要 となり」という文言のほかに借用の理由を特定する語句例を見出すこ

とができないため,確 実なことは言えない.不 可能ではないという程度の案で

ある.

以上,「 利息銀asiγkUmU蓉が必要となり」の部分の解釈をおこなった.こ れが

契約証文その ものではないにしても,利 息額の明示がないのはやはり気にかか

るところである.い ままで知 られている銀借用文書のうち(iv)利 息額の明記が

ないのは10両 借用のLolO(SI3Kr.33b=USp.113)の みである。この文書は練
ロ 　エ

習用の下書 きと考えられている.猪 歳2月26日 という具体的日付けがあるこ

と,借 主 とその弟,貸 主,立 会人の個人名が特定 されていることから一般的な
ロ の

書式文例(規 範)で はないとはいえ,借 用銀が10両,返 済日が10月10日 など

(12)USp.,p,208;護1961d,pp.235-236.(再 録pp.358-359.)

(13)季 毎ネ寸1985,p.97.
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10と いう数字が重なっていること,「タムガ印」にあたるものが、LoO7～09の

ものと違って手書 きであることなどがその根拠 とされている.

これに比 して本文書の場合 も,こ れが実行契約証文ではないか らやはり利息

額を書 く必然性 もなかったのか,あ るいはほかに理由を探すことができるのか

はわか らない.

【返済保証 人】

(v)部 分であるが,債 務者(タ ングダ)が返済前に逃亡 して返済不能の事態が
い わ

お こった場合 に債務 を代 償す る義務 を負 う者,す なわち返済保証人 は,本 文書

にお いてはタ ングダの祖父(・ … ウク)と 記 されてい る.

借 用証文の保 証文言 に記 される返済保証 人は家族構成員が ほとんどであ り,

債 務返済義務 は本人 とともに家族 にあるのが ウイグル契約社会での一般的 な姿

と考 え られ る.

返 済保証人が書かれてい る証文25例(LoO2,03,05-14,16,18-21,23-30)を 見

る と,そ の返 済保証 人は,妻(LoO7,08),息 子(LoO5,lg),弟(LoOg,10,20,

27),家 族(LoO6,11,26),弟 と家 族(Lo12,13,18,21,23,24,28),息 子 と家族

(Lo14,25>,あ る個 人 と家族(Lol6,30)と い う具合に,近 親者 と家族が22例
くユう　

を占め,そ の うちの11例 が,家 族 との併記 となっている.こ の点につ いて は,

ロ お

すでに護雅夫氏が検討 した事実と,そ の後史料が増加 した今でも基本的な変わ

りはない.

ただ債務者の祖父がこの立場に立つ例は本文書がはじめてである.一 般的に

いって家族の中に祖父が含まれていてもおかしくはない.し か し,返 済能力の

点は個別の問題であるから適不適 を論 じることは勿論できないにしても,や や

不自然さが残るのではないか.こ れについては後文6-3.で 触れる.

(14)護1961d,pp.249-250.(再 録pp.382-385.)の 用語 を拝 借 した.

(15)そ の ほ か は 関係 不 明 の個 人(Lo2,3),例 外 的 に債 務 者 本 人(Lo2g).

(16)護1961d,pp.240-251.(再 録pp.366-386.)
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【タム ガ印】

この文書は実行証文ではないか らタムガ印の影 も形 もないのは,い わば当然

の現象である.貸 借契約証文におけるタムガ印,ニ シャン印(略花押)の 捺 され

た実例は多 く,『集成』第3巻 を参照 されたい.な お印を捺す者は,山 田氏によ
くロ ユ

れば債務者 と記名のある保証人にしぼられる.「 このタムガ印は我 ら二人の も

の」という本文書の場合も債務者タングダと,保 証人の祖父 ・… ウクと理解

してよい.

以上を要するに,6～11行 の[B]部 分は,タ ムガ印などをもたない非実行

証文であることは当然のこととしても,他 の貸借文書と比較対照するに耐える

書式を備えながら,返 済に関わる利息額 と保証人の部分に若干の問題があるこ

とがあきらかとなった.

そこであらためて第5行 と第12行 を含めた文書全体を検討 してみることとす

る.

6.文 書全体 の解 釈

6-1.解 釈 のための前提

本文書の第1～4行[A]が 人身売買の事実を,そ して第6行 ～11行[B]が

銀借用の事実を示 していること,と りわけ[B]は ほぼ完全に近い証文書式を

もっていることが確認された.そ してそれらが実行契約証文その ものでないこ

とも自明のことであった.

この二種類の内容を連結 しているのが第5行 であり,し めくくっているのが

第12行 であることに注 目しつつ,そ の二つの行の文に仮説的な解釈を加え,こ

の文書全体からス トーリーを読み取る試みをおこなってみたい.そ のためには

い くつかの前提が必要となる.

[A]部 分の筆致は,5行 以下[B]を 含む12行 までのそれとわずかに異なっ

(17)山 田1965,p.128.(再 録p.[114】.)
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て見 えることは第5節 のは じめ に述べ た とお りである.そ れが第2行 のdanguta

と,第5行tangudaお よび第6行 のtanguda一 蓉瓠iと の表記の違い に影響 した とす

れ ば,そ れ らを同一 人物 とみ るこ とに異論 はない と思 う.筆 致の差異は無視 で

きる範 囲の もの と して,そ れが同一 人の筆 だ としたら,dangutaとtangudaを 書

き分 けたこ とに何 らかの意図があ ったか も しれない.ほ んの少 しの時間差 とい

く　ゆ

うことも考え られよう.ま た5～12行 全 体の筆跡 と筆致は一貫 してい ることに

鑑 みれば,[B]の 書 き手 タズ=ト ゥ(taz-tu)が こ こすべ て を書 き,し たがって第

5,12行 の主語 もタズ=ト ゥとい うことになるに違 いない.さ らに第3行 目の

sadtiは,正 式 の証文で あれ ば売 り主が主語 となるsatti'mと な るはず の ところが

三 人称過去 である.こ れ は書 き手,お そ ら くは タズ=ト ゥの意思が 思わず現 れ

た もの と考 えてお きたい.

この ことに加 えて,5行 目が 「muntaこ れ よ り,こ の ことか ら」と書 き始 め ら

れ てい るこ とをみる と,タ ズ=ト ゥは[A]の 売 買 と,[B]の 借 用 とい う両事実

を把握 している こ と,つ ま り両事 実 は切 り離せ ない関係 にある こ とは疑い な

い.前 提の最後 に,[A]の 第2行 の読解 に多少の留保が必 要か も しれ ないが,

買 主の(pusar)duと 第12行 のpusardu-tazを 同一 人物 とみな してお きたい.

6-2.第5行 の解 釈 につ い て

まず タングダ(danguta,tanguda,tanguda-gali)は 虎 歳の6月4日 に23両 の借 金

を したが,翌 日の5日 には1錠5両 す なわち55両 で売 られ た.こ れが[B][A]

両 部 分の示す基本的 な事実関係 ということになる.

ここで,書 き手タズ=ト ゥが第5行 で 「原証文baSbitigjを 結 局作 成 しない こ

ロ 　ひ く　の

とになったという部分を解釈 しなければならない.ア ラ ト氏,山 田信夫氏を受

けて小田壽典氏が論 じたように,bagbitigは 「所有権の移転に際 して,売 買契約

(18)意 識 的 か無 意 識 か は別 と して,dltが あ る程 度 明 確 に書 き分 け られ る 混 用 の あ り方

と して興 味 深 い例 とな ろ う.

(19)Afati963,pp.26-28.

(20)山 田1972,pp.175-179.(再 録pp.[253}[257】.)

(215)



　　 　　

にしたがって,新 たに作成され」「必ず売主から買主に渡され」るものであると

すれば,こ の「原証文」は人身売買について買主プサル ドゥに宛てて作 られよう

としていた契約原証文ということになる.

従来知られて きた文書における用法の整理によればそのようになる.こ の解

釈 によって第5行 の文意をつうじさせようとすると,冒 頭の 「munta(こ れよ

り,こ のことから)」を,動 詞qilayl'n「作ろう」に掛かる語句 とみて「この売買の

事実をもとに して原証文をつ くろうと私が言っていた」のは 「無(い こと)と

なった」と解釈することになろう.そ うなれば,第5行 の意味は4行 までの[A]

事態の結論であり,原 証文をつ くらないことになったことを宣言 して一文が終

了する.

しか しそのように見なすのでは,動 詞bolmad'iが 書かれる内容上の理由が置

き去 りにされ,原 証文をつ くらないことになった理由を探れなくなる.ま た,

つづけて[B]の 銀借用の事実をわざわざ書き記す一貫性を見出せなくなるので
く　の

はないだろうか.や はり[A][B]両 事実を併記 して,そ して最後に第12行 を書

く動機があったはずだと想定 しなければ,こ の文書全体の意味が理解できなく

なる.筆 者の考えでは,muntaを 受ける動詞はbolmadfで ある.す なわち「この

売買の事実ゆえに」「原証文を作ろうと私(タ ズ=ト ゥ)が言っていたのは無(益

なこと)となった」と解釈するものである.そ う考えてよければ,作 らないこと

になったのは,タ ングダの銀借用の事実に関する契約 「原証文」である.筆 者

にはそれが自然な読み方に思える.貸 借原証文を作 らなかった理由は,翌 日に

タングダが売られてしまったことに求めるべきであろう.タ ングダが売られた

原因に関わっているからこそ,銀 借用の契約内容[B]を 書き記 したのだと考え

たい.

(21)小 田1990,pp.18-20;Odal991,pp,43・44.

(22)た だ,書 き手 はわ れ わ れ の よ う に論理 的 に説 明 す る ため に書 い てい るの で は な い と

す れ ば,以 下 に述 べ る こ と も文 書 自体 に よ っ て拒 否 さ れ て しま うか も しれ な い.
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6-3.売 買の原因 をめ ぐって

23両 の借財は決 して小 さくない.上 述のaslγkUmU蓉 に関する第一の解釈に

立って,そ れがasiγ一qakUln鰭 と考える場合,そ の返済利息はどのようになる

か.借 金額に対する月ごとの利息は,LoO7で6両 に対 して1銭 半すなわち利

率2.5%,LoO8で3両 に対 して1銭 すなわち3.3%lLoO9で4両 に対 して1

銭すなわち2.5%で ある.こ の,月2.5～3.3%を 仮に標準の利率と考えると,

タングダが借 り受けた23両 に対する利息は月に5.75銭 か ら7,59銭 にのぼる.

こうした借財が上表の他例にくらべて大きいのは一 目瞭然である.ま た,第 二

の解釈によれば23両 の利息を支払 うことになっていたわけだから,仮 に利率

2.5%の12ヶ 月分 として計算すると,そ の借金元額は76.7両 ほどとなる.タ

ングダは,こ のような借財を6月4日 の時点で抱えていたことになる.

いずれの場合にしても,タ ングダの借金は大 きなものであった.タ ングダが

売られた理由は,結 局のところ借金がかさんだためではないか.で は,そ のよ

うな借金漬けのタングダを売ったカチャムは誰だろうか.

本文書[B]の 返済保証人は祖父だけである.前 節5-2.の 【返済保証人】の項

でみたように,家 族が併記 されて返済保証人 となる例が多かった事情のなか

で,祖 父という異例が出現 したのである.そ こでは控えた推測をあえてここで

述べるならば,祖 父を借金の保証人に立てるのは,保 証の実効性を疑わ しめ

る.そ こに書かれていないけれ ども「家族」の存在を想定 してもよいのではない

か.そ して,6月4日 の借金によってタングダの家族全体が負債 を負ったと考

られないだろうか.

こうして借金に苦 しんだタングダの家族が債務者本人であるタングタを売っ

た.こ れも推測の域を出ないが,そ の売主カチャムはタングダの父ではなかっ

たか。息子を売る例は,前 掲のSa26の ほかにもSa27(TM95,D181=U5235)

をあげることができる.

ここで,タ ングダの借金の正式契約証文である「原証文」が作られないことに

なった理由にもどると,も しこの「原証文」がなければ,否,作 るのをやめたと
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いうのだから,債 権者ブリンチ=カ ヤは取 り立てする根拠がないことになる.

タングダの祖父,あ るいは家族 も借金から逃れられる。見方を変えて,タ ング

ダは実際には借金をしないで,タ ングダの家族はタングダを売ったのだ,と 考 、

えられるだろうか,し か しそれではなぜ[B]の 銀借用部分が書 き記されたのか

の説明にならない し,第12行 に意味を与えにくい.

6-4.第12行 目の解釈 につ いて

とこちで,タ ングダを6月5日 に買ったのはプサル ドゥ(=タ ズ)で ある.書

き手のタズ=ト ゥが「重さを負った汝」というように憐れみか,慨 嘆かはわから

ないが,あ る種の感情をよせている対象である.6月4日 の借金の原証文は作

られなかったのだから,債 権者ブリンチ=カ ヤがタングダの家族に迫って くる

ことはないし,プ サル ドゥも借金 とは無関係でいられる.し かし書 き手 タズ=

トゥは一切の事情を知っていた.借 金から逃れるタングダとその家族たち,そ

の結果,値 段からみておそらくは奴隷身分 として売 られたタングダ,法 的に債

権 回収の見込みがなくなるブリンチ=カ ヤおよびその事情を知ってか知 らず

か,タ ングダを買ったプサル ドゥ,そ して1錠5両 を手 にしたタングダの家

族.こ のような関係者の構図を想定することができないだろうか。ついでなが

らタズ=ト ゥも,タ ングダ=シ ェリも,プ サル ドゥも名前からすれば仏教徒に
く　の

ちがいない.こ うした関係者たち,と りわけ買主プサル ドゥに対する配慮がは

たらいてこの第12行 が書かれたのではないか.こ のように事が運んだとしたら

当然紛争となるに違いないが,ど うなったのかは知る由 もない.当 面 このよう

に推測するにとどめ,こ れ以上に憶測を重ねることは控えねばなるまい.

ただ,一 言だけしておこう.保 証文言が読み取れるウイグル貸借文書では,

たとえ「家族 と共に返済すべ し」と記されていて も,保 証人として記名される以

(23)ト ゥは トゥ トゥ ン都 統 の 略(cf山 田1965,p.170.再 録p.【156】,),シ ェ リは 阿 閣梨

の 略(小 田1987,p.82に レ フ ァ ラ ンス あ り),ド ゥ は奴 の 音 写(c£Zieme1990,p.B7;

小 田1987,P.60,n,24,P,62,n,42.).プ サ ル=菩 薩 は早 くか ら知 られ(Radloff,W.,κ 襯 ル

齢 伽P媚 αγ,1911),庄 垣 内1982,p.48,第55行 に も例 が あ る.
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外の家族は特定されていない.そ のことはすでに護氏が指摘 しているところで

あ り,署 名がなく,実 際に債務者に返済能力がなくなった場合に債権者の権利
く　む

はどのように保護されたのかはわからないのである.た しかにそうした場合の

明確 な実行規定がウイグル文契約文書にはなく,法 的実効性に曖昧 さが指摘 さ

れていたところである.

おわ りに

以上のように本文書の構成内容を分析 してきてみると,人 身売買の背景 とし

て借金の重圧 というものがあったという中世 ウイグル社会に暮 らす人々の日常

の一端が具体的に浮かび上がったのではないかと思 う.本 文書の解釈の しかた

によっては,債 務者が「法の網」を逃れる行為をおこなっていた,そ の実態の一

例 を垣間見ることになったのではないかとさえ考えたくなる.ウ イグル契約文

書は権利者保護の条項を備えているにもかかわらず,た とえば売買契約で一定
く　　ラ

の賠償 をともなえば売主側から解約 して買い戻 しを可能とするような,い わば

債務者の権利が優位にたっているかのようにみえる文書表現がある.時 代性も

考慮 しなければならないけれ ども,ウ イグル契約文書からうかがう限 り,権 利

関係が実際の社会でどのように機能 したかが不明の点が残っているのである.

そうした社会背景を,こ の文書は反映 しているのかもしれない.

ほかに関連文書でもあれば別だが,ほ とんどこの1文 書内の情報から事態 を

理解 しようとする限界を大きく出ることはできなかった.ひ とつの文書から多

くを導 き出すのは危険であるし,ま だ他の文書類 との緻密な実証は積み重ねを

おこなっていくべ きであろう.Bご ろから庄垣内氏からは,翻 訳 ・解釈 をしす

ぎてはならない旨の戒めをいただいているにもかかわらず,本 稿では推測 ・憶

測の域にも踏み込んだ.文 書解釈のひとつの試みとして大方にもご海容頂けれ

ば幸いである.

(24)護1961d,pp.248-250.(再 録pp.382-385。)

(25)森 安1989,pp.61-74.ま た 上 掲5-1.のSa21,(h)項 を 参 照.
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